
2026 年度国際支援助成金募集要項 

1. 助成主旨 
アジア、アフリカにおいて福祉・保健活動又はそれに類する活動を健全に運
営するための助成 
 

2. 支給対象 
 上記目的に沿った活動を実施しようとする、下記のいずれかに相当する団体 
① 公益法人、民間非営利団体、またはこれ等に準ずる団体 
② アジア、アフリカにおいて福祉・保健活動又はそれに類する活動をしてい

る団体 
③ 日本国内に事務局があること 
④ 成果が十分に期待出来ること 

 
3. 助成対象 

o 対象経費:  
 教育プログラムや研修に必要な物品 
 医薬品や衛生用品 
 防災用具や災害復旧に必要な物品 
 事業実施に必要な耐久性の高い物品 

応募にあたり、下記にご留意ください 
 助成金受取の法人名義口座をご用意ください。 
 人件費や旅費交通費、金券、飲食費、日常的な経費（光熱水料、通信費

など）は助成対象外となります。 
 助成の確定通知前の購入分は対象外となります。 

 海外には送金出来ません。 

○ 助成上限額：150万円（前期分） 
               

4. 申請手続き 
o 申請期間： 前期募集期間 ４月１０日～６月１０日 

      後期募集期間 ９月 9日～１０月 9 日 
    （2027 年 3月末までに事業が完了し事業報告が提出できること） 
 

o 申請方法:  
 メールでの提出 

 



o 申請書類:  
 申請書（所定様式）、事業計画書、予算書、団体概要、活動実績報告

書、購入品リスト（見積書付き、有効期限を明記） 
 

5. 選考方法 
 書類審査で行う 

（面談をする場合もある） 
 

6. 助成金の交付と報告 
o 交付方法:  

 原則事業完了後に後払い。ただし、特別な事情がある場合、一部前払
いを検討 

 送金先は日本国内に限る 
 

o 報告義務:  
 事業報告書（所定の様式）、支出証明書、購入品の写真、領収書等 
【制作物等のご提出について】 
・事業に伴い作成した制作物（冊子・資料・動画等）がある場合は、 
完成後、速やかにご提出ください。 
 

o 提出期限:：事業完了後 2か月以内 
 

o 不正使用:  
 不正が発覚した場合、助成金返還を求める 

 
7. 情報公開:  

○ 決定した助成団体名や事業内容は当財団の HPに掲載する 


